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【手続補正書】
【提出日】平成24年6月21日(2012.6.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明に係る冷蔵庫は、冷蔵庫本体の底部に設けられ、冷媒の吐出管及び吸入管が接続
された圧縮機が設置される機械室台板を有し、
　該機械室台板は、凹状でほぼ平坦な底面に切起こしにより前記圧縮機を取付ける複数の
支持部が設けられ、該支持部及び該支持部を切起こしたあとの穴を囲んで周囲ビードが形
成され、
　前記圧縮機に接続された吸入管に下方に折曲げたターン部を設け、前記圧縮機を機械室
台板上に設置したときに、前記ターン部が前記周囲ビードで囲まれた領域の外に位置する
ように構成したものである。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　冷蔵庫本体の底部に設けられ、冷媒の吐出管及び吸入管が接続された圧縮機が設置され
る機械室台板を有し、
　該機械室台板は、凹状でほぼ平坦な底面に切起こしにより前記圧縮機を取付ける複数の
支持部が設けられ、該支持部及び該支持部を切起こしたあとの穴を囲んで周囲ビードが形
成され、
　前記圧縮機に接続された吸入管に下方に折曲げたターン部を設け、前記圧縮機を機械室
台板上に設置したときに、前記ターン部が前記周囲ビードで囲まれた領域の外に位置する
ように構成したことを特徴とする冷蔵庫。
【請求項２】
　前記機械室台板の底面に設けられた切り起こしによって形成された支持部に代えて、前
記底面に設けた複数の穴にそれぞれスタッド状の部材の下部を挿入固定して支持部を形成
し、該支持部の囲りに周囲ビードを設けたことを特徴とする請求項１記載の冷蔵庫。
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【請求項３】
　前記周囲ビードを、前記機械室台板の底面の４箇所に四角形となるように設けたことを
特徴とする請求項１又は請求項２記載の冷蔵庫。
【請求項４】
　前記底面の幅方向の両端部に後脚を形成する凹部が設けられており、
　前記機械室台板の底面に設けた前後方向の周囲ビードの間に、幅方向に延設されて両端
部が前記後脚を形成する凹部に臨む横ビードを設けたことを特徴とする請求項３記載の冷
蔵庫。
【請求項５】
　前記周囲ビードの高さを１～１０ｍｍ程度としたことを特徴とする請求項１～請求項４
のいずれか一項に記載の冷蔵庫。
【請求項６】
　前記圧縮機に接続された吸入管のターン部が、角形ターン部であることを特徴とする請
求項１～請求項５のいずれか一項に記載の冷蔵庫。
【請求項７】
　前記吸入管の角形ターン部を、前記吸入管を横方向にほぼ９０°折曲げた第１の折曲げ
部と、該第１の折曲げ部に連続する直線部と、該直線部に連続して上方にほぼ９０°折曲
げた第２の折曲げ部とによって形成したことを特徴とする請求項６記載の冷蔵庫。
【請求項８】
　前記角形ターン部は、前記圧縮機を機械室台板上に設置したときに該機械室台板の前後
の周壁の内側に位置することを特徴とする請求項６又は請求項７記載の冷蔵庫。
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